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４月１日から

学校教材費等公会計事業が全国で初めてスタートしました！
問教育総務課☎☎７２４・２１７３

令和５年度の後期高齢者医療保険料について
問個別の相談・個人情報を含むこと＝保険年金課☎☎７２４・２１４４、 

制度のこと＝広域連合お問合せセンター☎☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎☎０３・３２２２・４４９６）

　町田市立小・中学校の授業で使用
するドリルやキット類等の教材教具
や、校外活動に係る費用などは、保護
者にご負担いただいています。
　今までは、各学校長が保護者から
集金したお金で、品物やサービスな
どを購入しており、その会計処理は、
主に教員が担っていましたが、教員
の働き方改革を進めることを目的に、
２０２３年度から、学校教材費等を「公
会計化」し、市が保護者から集金及び
会計処理を担う仕組みに改めます。
　学校に教材選定の裁量を残した形
で学校教材費等の公会計化を行うの

は、全国で初の取り組みです。
【ここが変わります！】
○保護者の利便性の向上　
　学校教材費等の納付のための口座
振替取扱金融機関が拡充されるとと
もに、事務手続きが学校給食費と統
合され、利用しやすくなります。
○教員業務負担の軽減　
　今まで各学校で行っていた保護者
からの集金や未払いの保護者への対
応を市が代わって行うことで、教員
の負担を軽減し、授業準備や子ども
たちと向き合う時間を増やすことが
できます。

　後期高齢者医療制度の保険料は、
病気やケガをしたときの医療費など
の支払いに充てるため、医療費総額
の一定割合を被保険者の方に納めて
いただくものです。
　保険料率は２年ごとに見直され、
東京都内で均一となります。
【２０２３年度の保険料率】
　２０２２年度から均等割額、所得割
率に変更はありません。
【保険料の軽減について】
　所得の低い方に対する保険料の軽
減を実施しています。なお、軽減の適
用には所得の申告が必要となる場合
があります。
【均等割額の軽減】
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等を合計した額」をもとに均等割
額を軽減しています（表１参照）。
【所得割額の軽減（東京都後期高齢者

医療広域連合独自の政策）】
　被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとに所得割額を軽
減しています。２０２２年度から変更
はありません。
【被扶養者だった方の軽減】
　後期高齢者医療制度の対象となっ
た日の前日まで会社の健康保険など
（国保・国保組合は除く）の被扶養者
だった方の均等割額は、加入から２
年を経過する月まで５割軽減、所得
割額は当面の間かかりません。なお、
低所得による均等割額の軽減（表１）
に該当する場合は、軽減割合の高い
方が優先されます。
【保険料の納め方について】
　次に該当する方は、一定期間は普
通徴収（納付書による納付）となりま
す。①７５歳になった方または６５歳
～７４歳で一定の障がいがあると広
域連合から認定された方②上記①の

資格を有し、他の区市町村から転入
した方
　その後、公的年金の受給額が年額
１８万円以上で、介護保険料と後期高
齢者医療保険料の合計額が、１回当
たりに受け取る年金額の２分の１以
下の方は、特別徴収（公的年金から天
引き）に自動的に切り替わります。

　特別徴収の対象とならない方は、
普通徴収（納付書による納付）または
手続きにより「口座振替」による納付
が可能です。
※国民健康保険税の口座振替は引き
継がれません。改めて口座振替の申
し込み手続きが必要です。詳細はお
問い合わせください。

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市教育委
員会定例会

4月14日㈮午前10
時から

市庁舎10階会
議室10－2～5

直接会場へ問教育総務課
☎☎724・2172

町田市自殺対
策推進協議会

4月27日㈭午後1
時30分～3時30分

市庁舎2階会議
室2－2

3人
（申し込み順）

事前に電話で健康推進課
（☎☎724・4236）へ

表１　均等割額の軽減の概要
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

43万円 ＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円 以下 7割

43万円 ＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円
＋（2９万円〔注1〕×被保険者の数）以下 5割

43万円 ＋（年金または給与所得者の合計数－1）×10万円
＋（53万5000円〔注2〕×被保険者の数）以下 2割

※65歳以上（令和5年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに
15万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します／世帯主が被保険者でない場
合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります／世帯の判定は毎年度4月1日時
点（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）で行います／年金または給与所
得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以
上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の
合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

〔注1〕2022年度は2８万5000円／〔注2〕2022年度は52万円

市では、条例・計画などの策定を進めるに当たり、 
市民の皆さんにご意見を伺います

パブリックコメント予告

　４月２２日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実施を予定し
ています。

案件名 （仮称）町田市子どもにやさしいまち条例（素案）
募集期間 4月22日㈯～5月21日㈰

案の公表
方法

・本紙4月15日号に概要を掲載
〈4月22日以降〉
・市ＨＰに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・ＦＡＸ　・メール
・子ども総務課（市庁舎2階）ほか、指定の窓口へ提出

担当課 子ども総務課☎☎724・2８76

講座・イベント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

春号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

問�新型コロナワクチン接種相談コールセンター� �
☎☎７３２・３５６３（受付時間＝午前９時～午後５時）� �
返０５０・３１６１・８６３４（お電話が難しい方のお問い合わせ先）

新型コロナワクチン
接種情報
※この記事の情報は３月２７日現在のものです。

　５月８日から、①６５歳以上の方②５～６４歳で、基礎疾患等のある方③医
療従事者等を対象に接種を開始します（「令和５年春開始接種」）。①～③に
該当しない方は９月から接種が行われる予定です。詳細は市ＨＰをご覧く
ださい。
■４月から生後６か月～４歳の方は市内の病院・診療所等で接種ができます
　実施日程や実施医療機関（病院・診療所等）は市ＨＰをご覧く
ださい。
※新型コロナワクチン接種は強制ではありません。
ワクチン接種における予防効果と副反応をよく理解したうえで、接種を
ご検討ください。

最新情報は▶︎
市ＨＰをご覧
ください。

募　集募　集
町田市ふるさと農具館
指 定 管 理 者
　詳細は募集要項等（市ＨＰでダウン

ロード）をご覧ください。
対農業に関する施設またはこれに類
する施設等の運営実績を有する法
人、その他の団体対象施設町田市ふ
るさと農具館（野津田町２２８８番地）
指定期間２０２４年４月１日～２０２９年

３月３１日（５年間）申必要書類をお持
ちのうえ、５月８日～１２日に直接農業
振興課（市庁舎９階）へ（郵送不可）。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
高齢者在宅サービスセンター（公設デイサービス）等
指 定 管 理 者
　詳細は募集要項（市ＨＰでダウンロ
ード）をご覧ください。
対高齢者在宅サービスセンターまた
は高齢者福祉センターの運営実績を
有する法人、その他の団体対象施設
小山田高齢者在宅サービスセンタ
ー、高齢者福祉センターふれあい桜
館、つくし野デイサービスセンター、
デイサービス森野、デイサービス南
大谷、玉川学園高齢者在宅サービス
センター、本町田高齢者在宅サービ

スセンター、デイサービス忠生、デイ
サービス三輪、デイサービス榛名坂、
デイサービス高ヶ坂、デイサービス
あいはら指定期間２０２４年４月１日～
２０２９年３月３１日（５年間）申必要書
類をお持ちのうえ、５月８日午前９時
～１２日に直接いきいき総務課（市庁
舎７階）へ。
問いきいき総務課☎☎７２４・３２９１

記事内の表記
について

●�イベントダイヤル＝町田市イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に電話で申し込み（電話
受付時間＝午前７時～午後７時）／番号のかけ間違いにご注意ください。
●�イベシス＝町田市イベント申込システム　インターネットのイベント申込
システム（右記二次元コード）にコードを入力し、２４時間申し込み可／イベシ
スで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。
●市HP＝町田市ホームページ　●HP＝ホームページ

※�催しや講座など、申込方法の記載がない
場合は直接会場へおいでください。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ


